
 
 

計画対象処理区及び汚水処理施設における維持管理への課

題への対策案について、総合的に調整し、維持管理適正化計

画を策定

１
年

１
年

事業計画書を添付し、県へ提出

県は適当と認める場合、農政局へ事業実施計画報告

施設の再編・集約、施設規模・処理方式の適正化、省エネル

ギー技術等の新技術の導入の検討

維持管理適正化計画の対策案に要する対策費を概算で算定

維持管理適正化対策案について、計画対象処理区の課題の

重要度や緊急性等に留意して対策時期を検討

維持管理適正化計画案について、効率化・適正化の内容（削

減額又は効果等）を整理

対象施設の概要を把握するとともに、現状の雄処理施設の状

況と維持管理状況についての調査を実施

施設調査の結果を基に計画対象処理区及び汚水処理施設の

維持管理に関する課題等を整理

施 設 調 査
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国庫補助事業を活用した農業集落排水施設の長寿命化をサポートします。 
岩手県内では、昭和 58 年度の室岡地区を皮切りに整備が進められ、現在 20 市町村で 99

箇所の農業集落排水施設が稼働しています。古いものでは、整備後 40 年近く経過しており、
施設の劣化が致命的な状態になる前に、現状を把握し、適時・適切な修繕と更新を計画的に
進めていくことが必要です。 
 

(1)  維持管理適正化計画 
① 取組内容 

既設の農業集落排水施設の調査結果を基に施設の再編・集約、施設規模又は汚水処
理方式の適正化、省エネルギー技術導入等、維持管理の効率化・適正化に向けた対策
を総合的に検討し、維持管理適正化計画を策定します。 

ストックマネジメントの実施や更新整備を行う際に、維持管理費及び機能保全対
策費の更なる軽減が図られ、持続的な公営企業会計の実現が可能となります。 
 

② 取組の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤線枠内が維持管理適正化計画の該当個所 

10 農業集落排水事業について 



 
(2)  機能強化対策 

① 取組内容 
国庫補助事業での既設の農業集落排水施設の改築にあっては、最適整備構想及び維持

管理適正化計画が策定されており、当該施設の改築に要する費用が 200 万円以上で、且
つ下記のいずれかを満足していることが必要です。農業集落排水施設（管路施設、汚水
処理施設）の増改築及び老朽化した施設の機能回復を図ります。 

 

 

 

 

 

 

② 取組の流れ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ※赤線枠内が機能強化対策の該当個所 
 
 
 
 

・維持管理が適切に行われている施設であって、原則として供用開始後７年以上経過
していること。 

・供用開始後に汚水処理の対象人口の著しい増加、処理水の水質基準の強化、その他
既存の施設を取巻く条件、または環境の変化が認められること。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施

７
年

以
上

経
過

事業計画で作成した必要書類を添付し、県へ提出

県は事業計画を審査し、農政局へ報告

農村総合整備モデル事業、農村基盤総合整備事業、農業集落排水事業

等によって建設された施設

事業の導入については、最適整備構想を策定していることが必須条件と

なる

施設の更新又は改造の要否について、詳細調査と工法の検討、事業効

果算定を行う

　※農山漁村地域整備交付金実施要領別紙4-1運用2第1の2の(2)

計画概要書(事業実施申請書、資源循環促進計画概要表、事業計画書、

計画構想図等)の作成

　※補助対象外

２
～

３
年

程
度 汚水処理施設及び管路施設の実施設計

汚水処理施設及び管路施設の更新・改築工事

１
年

供 用 開 始

診 断 ・ 構 想 策 定

調 査 計 画

事 業 計 画

事 業 実 施 申 請

事 業 計 画 承 認 通 知

実 施 設 計

工 事

施設の更新又は改造の要否について、詳細調査と工法の検討、事業効

果算定を行う

計画概要書(事業実施申請書、資源循環促進計画概要表、事業計画書、

計画構想図等)の作成



 
 

① 複数施設（処理場、中継ポンプ場）の維持管理費を安くかつ一括監視したい。 

② 処理場や中継ポンプ場のポンプを高効率型に替えて維持管理費の低減を図りたい。 

③ 処理場の水槽部コンクリートが劣化しているため対策を講じたい。 

④ 処理水質をもっと良くしたい。 
（既存施設を改造して処理性能を高める。） 

⑤ 処理場周辺の臭気対策を図りたい。 
（脱臭装置を設置する。） 

⑥ 地区内の人口減少により処理場や中継ポンプの規模を見直したい。 
（大型浄化槽への切替等） 

⑦ 地区内の住宅団地の計画により管路の増設や中継ポンプ場の能力を検討したい。 
 

 

 

 

 

 

 
農業集落排水事業について、お気軽にご相談ください。 

 
【 農村整備第二課：TEL 019-631-3204 】 

 

機能強化対策ではこのような要望にも対応いたします 

蓋の劣化 水槽内ｺﾝｸﾘｰﾄの劣化 ポンプの劣化 制御盤内の配線の劣化 

 


